
編
集
後
記

議
会
を
傍
聴
し
よ
う

江
津
市
議
会
で
は
皆
さ
ん
の

傍
聴
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
傍
聴
を
ご
希
望
の
方
は
、

議
会
開
催
日
に
本
庁
３
階
の

議
会
事
務
局
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

議
会
へ
参
加
し
よ
う

市
政
に
対
し
て
意
見
や
要
望

が
あ
れ
ば
、
議
会
へ
請
願
・

陳
情
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
願
の
場
合
は
市
議
会
議
員

の
紹
介
が
必
要
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■編集・発行責任者

議　　長　

■市議会だより編集特別委員会

委 員 長

副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

鍛治  恵巳子
坂手 　 洋介
植田　  好雄
多田 　 伸治
山根  兼三郎
河野　  正行
永岡　  静馬

森脇     悦朗

市議会だより（令和2年5月1日）　　［ 編 集 ］市議会だより編集特別委員会 　 ［ 発 行 ］江津市議会事務局 ☎（0855）52‐7498
［ ホームページアドレス ］ http://www.city.gotsu.lg.jp/site/gikai （江津市HP内）

請
願
・
陳
情
締
切
／
６
月
４
日
午
前
中
ま
で

次
回
６
月
定
例
会 

　
こ
の
編
集
後
記
は
３
月
末
に
書
い
て
い
ま

す
。こ
の
議
会
だ
よ
り
が
お
手
元
に
届
く
頃
に

は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
終
息
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。学
校
の
入
学
式

は
無
事
に
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。イ
ベ
ン
ト

な
ど
も
全
て
中
止
に
な
り
、子
ど
も
た
ち
だ
け

で
は
な
く
、市
民
の
皆
さ
ん
も
ス
ト
レ
ス
状
態

だ
と
思
い
ま
す
。当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、自

分
の
周
り
の
人
を
守
る
意
識
で
感
染
症
予
防

に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
の
子
ど
も
の
頃
は
布
の
マ
ス
ク
で
し
た
が
、

近
年
は
紙
製
の
も
の
を
使
用
す
る
人
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。ま
だ
ま
だ
こ
の
感
染
症
対
策
は
先

が
み
え
て
い
ま
せ
ん
。マ
ス
ク
・
消
毒
液
の
不
足

が
心
配
さ
れ
て
い
る
な
か
、自
作
の
素
敵
な
マ

ス
ク
を
し
て
い
る
方
も
見
か
け
ま
す
。家
庭
で
の

消
毒
液
の
作
り
方
も
新
聞
な
ど
で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。私
も
自
分
が
で
き
る
予
防
を
心
が

け
ま
す
。市
民
全
員
で
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

（
鍛
治
　
恵
巳
子
）

※開始時間は予定です。

2020.5
No.143

市
議
会
だ
よ
り

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

こ
ち
ら
か
ら

議会運営委員会視察（1月27～29日）
長野県飯綱町

「住民に開かれた議会」「追認では
なく、町長と切磋琢磨する議会」
「住民の声を行政に反映する努力を
貫く議会」「政策提言できる議会」
を目標とし、住民要望を取り入れた
施策の議決・提言を実践している。
町民による政策サポーターを設置
し、そこでの協議から具体的な政
策提言につ
なげている
との説明が
あった。

新潟県上越市
「市民に関心を持ってもらう」「女性
へのアプローチ」を目的に取り組み
を進めている。
議会モニター制度を導入し、議会傍
聴や意見交換を実施。また「女性が
議員を目指しやすい環境作り」と題
しフォーラムを開催。
こういった取り組みで、2020年4月の
市議選に
は、新人10
人（うち女
性6人）が
立候補を予
定している。

議会の様子をお伝え
し、地域の課題などに
ついて皆様とグループ
討議を行い、意見を交
わすことを目的に、議
会報告会を開催してお
ります。今回、５月に4
地域で開催を予定して
おりましたが、新型コ
ロナウィルス感染拡大
防止の観点から中止を
決定しました。次回は
11月中旬に開催する予
定です。

議員連絡会
9:30～

全員協議会
9:30～

委員会
（議会運営）

9:30～

本会議
10:00～

委員会
（議会運営）

15:00～

5/31 6/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 7/1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土

委員会
（予算）
9:30～

委員会
（総務民生）

9:30～

本会議
（一般質問）

10:00～

本会議
14:00～

委員会
（建設経済）

9:30～

本会議
（一般質問）

10:00～

題字：■■ ■■さん
　　　（■■■■■■■■ ■■・■■科■年）

■■ ■■

情報交換会
9:30～

議会報告会
中止について

ごうつ
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予算額　165億5500万円（対前年度比・3億1600万円増）
新庁舎建設事業

19億9148万円
新庁舎の建設費、地中熱利用設備工事費、備
品購入費、移転関連費など。

備品購入費1億5000万円となっているが、現
在使用できるものは使用するのか。

問
もちろんそうするが、市民から見て新庁舎で
使って違和感がない範囲で考えている。新し
く購入する備品は、必要なもののみを計上し
ている。

答

委員質疑

新庁舎建設現場

都市防災総合推進事業

2190万円
旧川越小学校校舎撤去、避難所兼地域交流施
設、進入路、駐車場などの測量設計調査。

1.5mのかさ上げで大丈夫なのか。問
平成30年豪雨災害の水位を想定し、国土交
通省から事業採択を受けている。

答

委員質疑

旧川越小学校

学校空調整備事業

5835万円
特別教室(音楽室・理科室など）へのエアコ
ン設置により、快適な学習環境を整備。

小さな拠点づくり推進事業

945万円
桜江町の複数の地域コミュニティの協働によ
り、生活機能が維持・確保される仕組みを作
り、住み続けられる地域を実現する推進事業。

小さな拠点づくり推進事業と立地適正化計画
との整合性は取れているのか。

問
あくまでも今回は小さな拠点づくりのモデル事
業であり、川戸地区を中心にしたソフト事業を
行うが、拠点形成に寄与するのであれば、十分
に成果はあり、整合性はとれていると考える。

答

委員質疑

防災情報伝達システム整備事業

3億5483万円
令和元年度からの2年間で、防災行政無線を
デジタル化する事業。

地域医療支援対策事業

3億1119万円
済生会江津総合病院など地域医療を支援。
運営費補助や医師・看護師確保対策費など。

都市再生整備計画事業

1億5638万円
市道シビックセンター線と接続する江津市蛭
子北土地区画整理事業施行地区内の幹線道
路を整備。

学校ＩＣＴ環境整備事業

5972万円
教育ネットワークセキュリティ強靱化を施し、
小中学校「プログラミング教育」環境を整備。

新庁舎関連対策事業

1億1293万円
新庁舎ネットワーク構築事業、庁舎間情報ネッ
トワーク構築事業は、最新ICT技術で一つに集
約し経費の節減、通信速度の向上を図り、障害
の際における業務の停止を防ぐ。新庁舎サーバ
室整備事業で、セキュリティの向上を図る。

「定住促進」の推進、新庁舎建設費を中心に編成し、
有福温泉再生、桜江地域の小さな拠点づくりの新規事業も計上

補正額　4億8120万円増額（総額167億9937万円）
各事業の実績および決算見込額などの調整による補正
市債の繰上償還にかかる予算を計上

令和元年度  一般会計補正予算

令和２年度  一般会計予算地域の活力創出事業

1239万円
新規事業として、有福温泉再生は喫緊の課題。
有福温泉再生事業委託料330万円、サテライ
トオフィス誘致事業委託料308万円。

地域の意見は。問
住民の声も反映し、情報共有しながら進めて
いきたい。

答

委員質疑

有福温泉街

立地適正化計画
都市構造のあり方を根本的に見直し、医療・介護・行
政サービスなどの維持を目的とする。
都市施設・住宅の立地をこれからの時代背景に合わ
せて適正に誘導しようとする計画。
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政サービスなどの維持を目的とする。
都市施設・住宅の立地をこれからの時代背景に合わ
せて適正に誘導しようとする計画。

23



本市の特性や地域資源を活かしな
がら、協働のまちづくりや人口減少
対策を推進し、その実現を図るため
の基本計画を市長が定めるもの。

パブリックコメントの意見は反映されている
のか。

問
パブリックコメントだけでなく、アンケート
やワークショップなどを行い、出てきた意見
については、取り入れられるものは取り入れ
て計画を策定した。

答

委員質疑

住民の理解を得ているのか。問
３年前から住民に対し説明を行い、理解を
得ていると考える。

答

委員質疑

総
務
文
教
委
員
会

●第６次総合振興計画前期基本計画

所得が高い世帯に係る賦課限度額
の引き上げ、及び保険料軽減世帯
の判定基準となる所得額の引き上
げを行うもの。

変更によって影響を受ける対象者数や保険
料はどれくらいになるのか。

問
算出するには令和元年度の所得の確定、ま
た保険料として必要となる額の確定、それ
に基づく保険料率の決定後でなければでき
ない。

答

委員質疑

●国民健康保険条例（一部改正）

令和2年3月31日をもって田津線
を廃止にすることに伴う改正。

地域への周知はどのようになっているのか。問
利用状況が運行日243日に対して15人で
あったことをもとに地元と協議を重ね、令和
元年度をもって廃止することについて了解を
得て、各世帯に周知している。

答

委員質疑

●生活バス運行事業（一部改正）

令和２年３月３１日をもって金田ふ
れあいセンターを廃止することに伴
い、設置条例を廃止するもの。

●金田ふれあいセンター設置条例の廃止

建
設
厚
生
委
員
会

議
長
職
は
表
決
権
な
し
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同意第１号
同意第２号
同意第３号
議案第1号

議案第2号
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公平委員会委員の選任について
功労者の選定について
人権擁護委員候補者の推薦について
江津市金田ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す
る条例制定について
江津市防災行政用無線戸別受信機分担金徴収条例の一部を改正す
る条例制定について
江津市消費生活センター条例の制定について
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例制定について
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
一部を改正する条例制定について
一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための
関係法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例制定について
江津市課設置条例の一部を改正する条例制定について
高齢者創作館設置条例を廃止する条例制定について
江津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
江津市生活バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
江津市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例制定について
江津市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市定住促進住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市都市再生住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市監査委員条例の一部を改正する条例制定について
第６次江津市総合振興計画前期基本計画を定めることについて
江津市過疎地域自立促進計画の変更について
辺地に係る総合整備計画を定めることについて
辺地に係る総合整備計画の変更について
令和２年度島根県江津市一般会計予算を定めることについて
令和２年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計予算を定めるこ
とについて
令和２年度島根県江津市国民健康保険診療所事業特別会計予算を
定めることについて
令和２年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別会計予算を定める
ことについて
令和２年度島根県江津市公共下水道事業特別会計予算を定めること
について
令和２年度島根県江津市農業集落排水事業特別会計予算を定めるこ
とについて
令和２年度島根県江津市水道事業会計予算を定めることについて
令和元年度島根県江津市一般会計補正予算（第7号）を定めることに
ついて
令和元年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4
号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市国民健康保険診療所事業特別会計補正予
算（第2号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第
3号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市公共下水道事業特別会計補正予算（第3
号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4
号)を定めることについて
令和元年度島根県江津市水道事業会計補正予算（第3号)を定めるこ
とについて
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

江津市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

執
行
部
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案

議
員

提
案
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本市の特性や地域資源を活かしな
がら、協働のまちづくりや人口減少
対策を推進し、その実現を図るため
の基本計画を市長が定めるもの。

パブリックコメントの意見は反映されている
のか。

問
パブリックコメントだけでなく、アンケート
やワークショップなどを行い、出てきた意見
については、取り入れられるものは取り入れ
て計画を策定した。

答

委員質疑

住民の理解を得ているのか。問
３年前から住民に対し説明を行い、理解を
得ていると考える。

答

委員質疑

総
務
文
教
委
員
会

●第６次総合振興計画前期基本計画

所得が高い世帯に係る賦課限度額
の引き上げ、及び保険料軽減世帯
の判定基準となる所得額の引き上
げを行うもの。

変更によって影響を受ける対象者数や保険
料はどれくらいになるのか。

問
算出するには令和元年度の所得の確定、ま
た保険料として必要となる額の確定、それ
に基づく保険料率の決定後でなければでき
ない。

答

委員質疑

●国民健康保険条例（一部改正）

令和2年3月31日をもって田津線
を廃止にすることに伴う改正。

地域への周知はどのようになっているのか。問
利用状況が運行日243日に対して15人で
あったことをもとに地元と協議を重ね、令和
元年度をもって廃止することについて了解を
得て、各世帯に周知している。

答

委員質疑

●生活バス運行事業（一部改正）

令和２年３月３１日をもって金田ふ
れあいセンターを廃止することに伴
い、設置条例を廃止するもの。

●金田ふれあいセンター設置条例の廃止

建
設
厚
生
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員
会

議
長
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権
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朗
公平委員会委員の選任について
功労者の選定について
人権擁護委員候補者の推薦について
江津市金田ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す
る条例制定について
江津市防災行政用無線戸別受信機分担金徴収条例の一部を改正す
る条例制定について
江津市消費生活センター条例の制定について
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例制定について
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
一部を改正する条例制定について
一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための
関係法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例制定について
江津市課設置条例の一部を改正する条例制定について
高齢者創作館設置条例を廃止する条例制定について
江津市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
江津市生活バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
江津市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例制定について
江津市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市定住促進住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市都市再生住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
江津市監査委員条例の一部を改正する条例制定について
第６次江津市総合振興計画前期基本計画を定めることについて
江津市過疎地域自立促進計画の変更について
辺地に係る総合整備計画を定めることについて
辺地に係る総合整備計画の変更について
令和２年度島根県江津市一般会計予算を定めることについて
令和２年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計予算を定めるこ
とについて
令和２年度島根県江津市国民健康保険診療所事業特別会計予算を
定めることについて
令和２年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別会計予算を定める
ことについて
令和２年度島根県江津市公共下水道事業特別会計予算を定めること
について
令和２年度島根県江津市農業集落排水事業特別会計予算を定めるこ
とについて
令和２年度島根県江津市水道事業会計予算を定めることについて
令和元年度島根県江津市一般会計補正予算（第7号）を定めることに
ついて
令和元年度島根県江津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4
号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市国民健康保険診療所事業特別会計補正予
算（第2号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第
3号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市公共下水道事業特別会計補正予算（第3
号）を定めることについて
令和元年度島根県江津市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4
号)を定めることについて
令和元年度島根県江津市水道事業会計補正予算（第3号)を定めるこ
とについて
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

江津市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

執
行
部
提
案

議
員

提
案
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会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例制定

議案第４号 可決

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する
条例制定

議案第５号 可決

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定議案第７号 可決
本会議 における 賛成・反対意見

ふれあいセンターの管理を地元に放り出す条例案。
地元住民は「管理できない」としている。この３年間、
金田町を住み良くできた実績もないのに、地域の中心
となる施設を行政が切り捨てて地域が良くなるわけが
ない。地元からは「センターは避難所でもあり、行政
で管理してほしい」との声もある。行政が地域への責
任を果たすべきであり条例案に反対。

本市の場合、「1コミュニティに1拠点施設」という方
針があり、この3年間は、金田ふれあいセンターとし
て市が施設を直営され、地域支援員を配置されるな
ど、一定の激変緩和措置を取られてきた。また、廃止
後に地域へ無償で譲渡される予定だが、譲渡にあた
り、施設整備をした。金田地区の地域活動が維持・
存続できることを期待して賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

金田ふれあいセンターの設置及び
管理に関する条例を廃止する条例制定

議案第１号

可決
賛成

市職員の残業時間の上限を定める条例案だが、厚生
労働省が示す「血管疾患や虚血性心疾患と業務の過
重性が関連する目安」をギリギリ下回るだけの危険な
もの。しかも、大規模災害時などはその上限を超える
ことも可能とされている。本市は定員管理計画で職員
を減らしているが、職員が残業しなくてすむ環境を整
えるべきであり、過労死の可能性さえある残業を認め
る条例を制定することには反対。

この条例は、時間外労働の上限を具体的に定めるので
はなく、上限などを規則によって定めるように規定する
もの。改正後は、働き方改革の「長時間労働の是正」に
資するものとして、時間外労働時間の上限に関する事
柄を規則で定めることになる。限られた時間の中で、効
率的な働き方を行うことは、職員が健康的な生活を確
保できるだけでなく、市民にとっても、健全な行政サー
ビスを享受できる点で大きく評価でき賛成。

反対 永岡  静馬多田  伸治

職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例議案第10号 可決
賛成

国保料の賦課限度額を引き上げる条例案であり、保
険料負担の公平性を図るとしているが、実際には中間
層の負担を増やすばかりで格差を拡大するもの。国
保会計を安定させるためには、国に国保への公費負
担を増やすよう求める、負担が一定となってしまう
2000万円を超える高額所得者に、所得に相応しい負
担をしてもらうことが必要。条例案は負担の公平性を
図るものではないため反対。

国民健康保険法施行令の改定に伴う改正であり、１
つめは、所得が高い世帯について保険料の賦課限度
額を引き上げること、2つめは、保険料の5割軽減と2
割軽減について、判定基準となる所得額の引き上げを
行うもの。保険料軽減の対象が広がり、中間所得者
層および低所得者の負担軽減につながるものであり
賛成。

反対 藤田　厚森川  佳英

国民健康保険条例の一部を改正する条例議案第14号 可決
賛成

４月から会計年度任用職員制度を運用するための条
例案だが、これまでの非正規職員よりも処遇が改善さ
れる点は評価できるものの、期限が定められた有期雇
用であり、結局は行政の都合次第で雇用が継続され
なくなる不安定雇用に過ぎない。市職員の間での格差
を温存し、不安定雇用を制度として認める条例案であ
るため反対。

３議案は会計年度任用職員制度の運用にあたり処遇な
どの改正を行うもので、この改正により給料月額の引き
上げや制度導入前から引き続き勤務する職員について
は現給補償が行われる。また、職員が公務災害になっ
た際の休業補償や傷病補償年金などの算出に必要な補
償基礎額などについても規定するもので、会計年度任用
職員の処遇改善にはいずれも必要な改正であり賛成。

反対 鍛治  恵巳子多田  伸治

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部を改正する条例制定

議案第６号

可決
賛成

任期付職員の処遇・休暇を定める条例案で、従来の非
正規雇用より高待遇のものもあるが、3～5年の有期雇
用であり不安定雇用となる。専門職を必要な期間だけ
雇い入れるというが、生え抜きの職員の人材育成がで
きていないことの裏返しでしかない。また、一部の職で
は採用が「選考」とされ、公平で客観的な試験による
採用となっていない問題もあるため条例案には反対。

条例は、単年度契約である会計年度任用職員の活用と
ともに、3～5年という複数年の任用を可能とするもの
で、医療やITなどの高度な専門性を有する職や、災害
時など一時的に必要とされる職への活用が可能とな
る。また、「多様な働き方の実現」は、働き方改革の2つ
めの柱であり、働く側にとっても、働き方の選択肢がで
きたという点で大きく評価できる。

反対 山根 兼三郎多田  伸治

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する
法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定

議案第８号 可決
賛成

三江線代替バスの田津線を廃止する条例案だが、利用
者が少ないからと、わずか２年で廃止は「持続可能な公
共交通」としてありえない。しかも、利用促進策として実
施されたのは『バスマップ』の配布のみで不十分だった。
ＪＲ西日本からの寄付などで存続の財源はある。利用
者がいる限りは廃止するべきではないため反対。

平成30年４月から運行されていた生活バス田津線を令和2
年3月31日をもって廃止するもので、田津地区の方は主に生
活バス鹿賀線を利用していたことなどにより、利用者数が極
端に少ない状況であった。地元と協議を重ね、合意の上で廃
止を提案している。また、田津地区の交通手段についても、生
活バス鹿賀線により確保されており、適切な改正と認め賛成。

反対 藤間  義明森川  佳英

生活バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例議案第15号 可決
賛成
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会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例制定

議案第４号 可決

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する
条例制定

議案第５号 可決

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定議案第７号 可決
本会議 における 賛成・反対意見

ふれあいセンターの管理を地元に放り出す条例案。
地元住民は「管理できない」としている。この３年間、
金田町を住み良くできた実績もないのに、地域の中心
となる施設を行政が切り捨てて地域が良くなるわけが
ない。地元からは「センターは避難所でもあり、行政
で管理してほしい」との声もある。行政が地域への責
任を果たすべきであり条例案に反対。

本市の場合、「1コミュニティに1拠点施設」という方
針があり、この3年間は、金田ふれあいセンターとし
て市が施設を直営され、地域支援員を配置されるな
ど、一定の激変緩和措置を取られてきた。また、廃止
後に地域へ無償で譲渡される予定だが、譲渡にあた
り、施設整備をした。金田地区の地域活動が維持・
存続できることを期待して賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

金田ふれあいセンターの設置及び
管理に関する条例を廃止する条例制定

議案第１号

可決
賛成

市職員の残業時間の上限を定める条例案だが、厚生
労働省が示す「血管疾患や虚血性心疾患と業務の過
重性が関連する目安」をギリギリ下回るだけの危険な
もの。しかも、大規模災害時などはその上限を超える
ことも可能とされている。本市は定員管理計画で職員
を減らしているが、職員が残業しなくてすむ環境を整
えるべきであり、過労死の可能性さえある残業を認め
る条例を制定することには反対。

この条例は、時間外労働の上限を具体的に定めるので
はなく、上限などを規則によって定めるように規定する
もの。改正後は、働き方改革の「長時間労働の是正」に
資するものとして、時間外労働時間の上限に関する事
柄を規則で定めることになる。限られた時間の中で、効
率的な働き方を行うことは、職員が健康的な生活を確
保できるだけでなく、市民にとっても、健全な行政サー
ビスを享受できる点で大きく評価でき賛成。

反対 永岡  静馬多田  伸治

職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例議案第10号 可決
賛成

国保料の賦課限度額を引き上げる条例案であり、保
険料負担の公平性を図るとしているが、実際には中間
層の負担を増やすばかりで格差を拡大するもの。国
保会計を安定させるためには、国に国保への公費負
担を増やすよう求める、負担が一定となってしまう
2000万円を超える高額所得者に、所得に相応しい負
担をしてもらうことが必要。条例案は負担の公平性を
図るものではないため反対。

国民健康保険法施行令の改定に伴う改正であり、１
つめは、所得が高い世帯について保険料の賦課限度
額を引き上げること、2つめは、保険料の5割軽減と2
割軽減について、判定基準となる所得額の引き上げを
行うもの。保険料軽減の対象が広がり、中間所得者
層および低所得者の負担軽減につながるものであり
賛成。

反対 藤田　厚森川  佳英

国民健康保険条例の一部を改正する条例議案第14号 可決
賛成

４月から会計年度任用職員制度を運用するための条
例案だが、これまでの非正規職員よりも処遇が改善さ
れる点は評価できるものの、期限が定められた有期雇
用であり、結局は行政の都合次第で雇用が継続され
なくなる不安定雇用に過ぎない。市職員の間での格差
を温存し、不安定雇用を制度として認める条例案であ
るため反対。

３議案は会計年度任用職員制度の運用にあたり処遇な
どの改正を行うもので、この改正により給料月額の引き
上げや制度導入前から引き続き勤務する職員について
は現給補償が行われる。また、職員が公務災害になっ
た際の休業補償や傷病補償年金などの算出に必要な補
償基礎額などについても規定するもので、会計年度任用
職員の処遇改善にはいずれも必要な改正であり賛成。

反対 鍛治  恵巳子多田  伸治

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部を改正する条例制定

議案第６号

可決
賛成

任期付職員の処遇・休暇を定める条例案で、従来の非
正規雇用より高待遇のものもあるが、3～5年の有期雇
用であり不安定雇用となる。専門職を必要な期間だけ
雇い入れるというが、生え抜きの職員の人材育成がで
きていないことの裏返しでしかない。また、一部の職で
は採用が「選考」とされ、公平で客観的な試験による
採用となっていない問題もあるため条例案には反対。

条例は、単年度契約である会計年度任用職員の活用と
ともに、3～5年という複数年の任用を可能とするもの
で、医療やITなどの高度な専門性を有する職や、災害
時など一時的に必要とされる職への活用が可能とな
る。また、「多様な働き方の実現」は、働き方改革の2つ
めの柱であり、働く側にとっても、働き方の選択肢がで
きたという点で大きく評価できる。

反対 山根 兼三郎多田  伸治

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する
法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定

議案第８号 可決
賛成

三江線代替バスの田津線を廃止する条例案だが、利用
者が少ないからと、わずか２年で廃止は「持続可能な公
共交通」としてありえない。しかも、利用促進策として実
施されたのは『バスマップ』の配布のみで不十分だった。
ＪＲ西日本からの寄付などで存続の財源はある。利用
者がいる限りは廃止するべきではないため反対。

平成30年４月から運行されていた生活バス田津線を令和2
年3月31日をもって廃止するもので、田津地区の方は主に生
活バス鹿賀線を利用していたことなどにより、利用者数が極
端に少ない状況であった。地元と協議を重ね、合意の上で廃
止を提案している。また、田津地区の交通手段についても、生
活バス鹿賀線により確保されており、適切な改正と認め賛成。

反対 藤間  義明森川  佳英

生活バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例議案第15号 可決
賛成
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本会議 における 賛成・反対意見

反対

普通建設費が過去10年で最大となる約30億円を計
上する一方で、これまで『江津市版総合戦略』の中心
だった商工費・農林水産費・民生費・衛生費などは減
額。新庁舎建設にばかり力を入れ、市民のくらしや市
内経済への施策を後回しにする予算案となっている。
また、市の借金は211億円と減っておらず、財政的に
問題があるため反対。

防災対策としての新庁舎建設が、現庁舎よりも海岸線
に近い低地に立地しており、津波被害を想定していな
い。また、桜江町川越での避難所兼地域交流施設の建
設は、昭和47年災の被害を無視した計画となっている。
さらに、生活交通が全く拡充されず、済生会の経営立
て直しの責任を市民に丸投げし、図書館建設が遅 と々
して進まないなど、問題のある予算案であるため反対。

反対 多田  伸治森川  佳英

令和２年度一般会計予算議案第25号 可決

新庁舎建設を最優先とし、懸案である有福温泉の再生事業や一昨年の豪雨で被災した川越地域
コミュニティ交流センターを建設するための調査設計費などが計上されている。また、新庁舎建設の
財源には、職員の給与カットにより積み立てた基金を活用するとのことで、新庁舎に対する職員の思
いが推察される。前年度予算と比較しての増減については、単年度で行う臨時的な経費の有無や
計上する事業の組み替えなどの理由が主なものである。さらに、実績により計上しているという状況
であることなど、それぞれ理解できるものであり、いずれも本市にとって必要な予算と判断し賛成。

賛成

河野  正行

保険料が上がるというのに、広域連合に対してなんら
の意見具申もしていない。高齢者の貧困が社会問題と
なっているのに、市内の被保険者の状況も把握せず、
保険料が上がるに任せている。市民・高齢者のくらし
に目をやり、くらしが向上する内容となっていないた
め、予算案には反対。

本事業は、県内全市町村が加入する広域連合が運営主
体であり、本市は保険証交付や保険料徴収などの受付
事務を行っている。広域連合納付金、保険料軽減特例
制度見直しなどの制度改正に対応するため、本市シス
テムの改修費など計上されており、必要な予算であると
認め賛成。

反対 田中  利德多田  伸治

令和２年度後期高齢者医療事業特別会計予算議案第28号 可決
賛成

やればやるほど市財政を圧迫する管渠(汚水を処理場
へ送る下水道の本管)整備を続ける予算案。その費用は
３億5000万円を超え、一般会計からの繰り入れは２億
5000万円にも上る。それなのに下水道への接続率は上
がらず、市民に求められる事業となっていない。すでに
供用しているものはやめられないが、新たに管渠整備を
行うべきではない。財政を悪化させる予算案には反対。

令和元年度までの施設整備から令和2年度は管渠整
備に重点がおかれている。また将来に渡り安定的な汚
水処理サービスの提供を確保するため、下水道事業の
経営状況および本市の財政状況を鑑みながら、持続可
能な範囲で事業を進めるべきと考え賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

令和２年度公共下水道事業特別会計予算議案第29号 可決
賛成

この補正予算案にも、新庁舎建設に関わる事業が含ま
れている。新庁舎建設は防災対策であるはずが、現庁
舎よりも海岸線に近い低地に立地し、津波被害を想定
していないものであり、補正予算案であろうともダメなも
のはダメ。

この補正予算は、各事業の決算見込みにより、減額な
ど所要の調整を行うことと、将来の公債費負担の平
準化を図るための市債の繰り上げ償還にかかる予算
を計上。決算見込みということで、多くの予算が減額
されていたが、説明を聞き、必要な修繕や補助などを
行ったうえでの減額であることが理解できた。これら
の補正予算はいずれも適正なものと認め賛成。

反対 山根 兼三郎多田  伸治

令和元年度一般会計補正予算（第７号）議案第32号 可決
賛成

平成31年3月定例会で公共下水道事業の当初予算に、
「財政を圧迫し続ける管渠整備を早急にやめるべき」と
反対した。この補正予算案はその当初予算の続きであ
り、不要不急の管渠整備に４億3500万円もつぎ込む
結果となっている。この無駄遣いがなければ、市民の
様 な々要望に応えることもできた。整備を続ければ市民
への負担増につながるため、補正予算にも反対。

歳入においては汚泥共同処理施設負担金が実績見
込みにより減額となっており、一般会計の負担が軽減
されている。歳出においては汚泥共同処理施設を含
む江津西処理区および波子処理区の施設管理費が
実績により減額されており、さらに下水道建設費の水
道管支障移転補償費が現場精査により減額されてお
り賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

令和元年度公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）議案第36号 可決
賛成

過疎地域自立促進計画に新たな事業を加えるものだ
が、そのなかには新庁舎事業が含まれる。しかし、新
庁舎建設は防災対策であるはずなのに、現庁舎よりも
海岸線に近い低地に立地しており、津波被害を想定し
ていない。すでに建設は途中まで進んでいるが、災害
による被害の危険性を排除できない事業を認めるわ
けにはいかないため反対。

本議案は、令和元年度実施事業及び令和2年度実施予定
の7件を過疎対策事業債の対象とするため、過疎地域自
立促進計画に掲載を行うもの。庁舎建設については、すで
に議決を経て着工されており、この庁舎建設事業費につい
て過疎対策事業債の対象にするか、しないか、の財源につ
いてが論点である。その他の6事業も含め江津市の財政
負担の軽減につながる必要な措置であるため賛成。

反対 石橋  孝義多田  伸治

過疎地域自立促進計画の変更について議案第22号 可決
賛成

反対

計画案は、誘致企業の市内取引や離職者数・中小企業
への振興策・保育士確保・農林水産業での担い手の
確保や耕作放棄地への対策・農産品による自給率向
上・市民の所得向上・若者の人口流出・子育ての経済
的負担の軽減・医療体制の確保・通院買い物での生
活交通の確立などで、目標が具体的ではないため反対。

今後５年間での本市の最上位計画案にも関わらず、内
容が薄く目新しいものもない。また「市民とともに考え、
築きあげる協働のまちづくり」と謳いながら、市民への
説明がなく、これからも説明する気がない。まちづくり
は、市民と行政とが協力してはじめて正しく前に進むも
のであり、市民を置き去りにした計画案には反対。

反対 多田  伸治森川  佳英

第６次総合振興計画前期基本計画を
定めることについて

議案第21号

可決

総合振興計画は、自治法改正によりすでに市町村での策定義務ではなく任意計画となっている
が、第5次総合振興計画に引き続き、人口減少対策を最大の課題として、切れ目のない施策を
推進するために市長が必要なものとして計画し、議会に提案されたもの。策定にあたって、ワー
クショップなどの手法も取り入れ、外部の意見も広く聞いており、持続可能なまちづくりを目指す
ものと判断し賛成。

賛成

田中  直文
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本会議 における 賛成・反対意見

反対

普通建設費が過去10年で最大となる約30億円を計
上する一方で、これまで『江津市版総合戦略』の中心
だった商工費・農林水産費・民生費・衛生費などは減
額。新庁舎建設にばかり力を入れ、市民のくらしや市
内経済への施策を後回しにする予算案となっている。
また、市の借金は211億円と減っておらず、財政的に
問題があるため反対。

防災対策としての新庁舎建設が、現庁舎よりも海岸線
に近い低地に立地しており、津波被害を想定していな
い。また、桜江町川越での避難所兼地域交流施設の建
設は、昭和47年災の被害を無視した計画となっている。
さらに、生活交通が全く拡充されず、済生会の経営立
て直しの責任を市民に丸投げし、図書館建設が遅 と々
して進まないなど、問題のある予算案であるため反対。

反対 多田  伸治森川  佳英

令和２年度一般会計予算議案第25号 可決

新庁舎建設を最優先とし、懸案である有福温泉の再生事業や一昨年の豪雨で被災した川越地域
コミュニティ交流センターを建設するための調査設計費などが計上されている。また、新庁舎建設の
財源には、職員の給与カットにより積み立てた基金を活用するとのことで、新庁舎に対する職員の思
いが推察される。前年度予算と比較しての増減については、単年度で行う臨時的な経費の有無や
計上する事業の組み替えなどの理由が主なものである。さらに、実績により計上しているという状況
であることなど、それぞれ理解できるものであり、いずれも本市にとって必要な予算と判断し賛成。

賛成

河野  正行

保険料が上がるというのに、広域連合に対してなんら
の意見具申もしていない。高齢者の貧困が社会問題と
なっているのに、市内の被保険者の状況も把握せず、
保険料が上がるに任せている。市民・高齢者のくらし
に目をやり、くらしが向上する内容となっていないた
め、予算案には反対。

本事業は、県内全市町村が加入する広域連合が運営主
体であり、本市は保険証交付や保険料徴収などの受付
事務を行っている。広域連合納付金、保険料軽減特例
制度見直しなどの制度改正に対応するため、本市シス
テムの改修費など計上されており、必要な予算であると
認め賛成。

反対 田中  利德多田  伸治

令和２年度後期高齢者医療事業特別会計予算議案第28号 可決
賛成

やればやるほど市財政を圧迫する管渠(汚水を処理場
へ送る下水道の本管)整備を続ける予算案。その費用は
３億5000万円を超え、一般会計からの繰り入れは２億
5000万円にも上る。それなのに下水道への接続率は上
がらず、市民に求められる事業となっていない。すでに
供用しているものはやめられないが、新たに管渠整備を
行うべきではない。財政を悪化させる予算案には反対。

令和元年度までの施設整備から令和2年度は管渠整
備に重点がおかれている。また将来に渡り安定的な汚
水処理サービスの提供を確保するため、下水道事業の
経営状況および本市の財政状況を鑑みながら、持続可
能な範囲で事業を進めるべきと考え賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

令和２年度公共下水道事業特別会計予算議案第29号 可決
賛成

この補正予算案にも、新庁舎建設に関わる事業が含ま
れている。新庁舎建設は防災対策であるはずが、現庁
舎よりも海岸線に近い低地に立地し、津波被害を想定
していないものであり、補正予算案であろうともダメなも
のはダメ。

この補正予算は、各事業の決算見込みにより、減額な
ど所要の調整を行うことと、将来の公債費負担の平
準化を図るための市債の繰り上げ償還にかかる予算
を計上。決算見込みということで、多くの予算が減額
されていたが、説明を聞き、必要な修繕や補助などを
行ったうえでの減額であることが理解できた。これら
の補正予算はいずれも適正なものと認め賛成。

反対 山根 兼三郎多田  伸治

令和元年度一般会計補正予算（第７号）議案第32号 可決
賛成

平成31年3月定例会で公共下水道事業の当初予算に、
「財政を圧迫し続ける管渠整備を早急にやめるべき」と
反対した。この補正予算案はその当初予算の続きであ
り、不要不急の管渠整備に４億3500万円もつぎ込む
結果となっている。この無駄遣いがなければ、市民の
様 な々要望に応えることもできた。整備を続ければ市民
への負担増につながるため、補正予算にも反対。

歳入においては汚泥共同処理施設負担金が実績見
込みにより減額となっており、一般会計の負担が軽減
されている。歳出においては汚泥共同処理施設を含
む江津西処理区および波子処理区の施設管理費が
実績により減額されており、さらに下水道建設費の水
道管支障移転補償費が現場精査により減額されてお
り賛成。

反対 坂手  洋介多田  伸治

令和元年度公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）議案第36号 可決
賛成

過疎地域自立促進計画に新たな事業を加えるものだ
が、そのなかには新庁舎事業が含まれる。しかし、新
庁舎建設は防災対策であるはずなのに、現庁舎よりも
海岸線に近い低地に立地しており、津波被害を想定し
ていない。すでに建設は途中まで進んでいるが、災害
による被害の危険性を排除できない事業を認めるわ
けにはいかないため反対。

本議案は、令和元年度実施事業及び令和2年度実施予定
の7件を過疎対策事業債の対象とするため、過疎地域自
立促進計画に掲載を行うもの。庁舎建設については、すで
に議決を経て着工されており、この庁舎建設事業費につい
て過疎対策事業債の対象にするか、しないか、の財源につ
いてが論点である。その他の6事業も含め江津市の財政
負担の軽減につながる必要な措置であるため賛成。

反対 石橋  孝義多田  伸治

過疎地域自立促進計画の変更について議案第22号 可決
賛成

反対

計画案は、誘致企業の市内取引や離職者数・中小企業
への振興策・保育士確保・農林水産業での担い手の
確保や耕作放棄地への対策・農産品による自給率向
上・市民の所得向上・若者の人口流出・子育ての経済
的負担の軽減・医療体制の確保・通院買い物での生
活交通の確立などで、目標が具体的ではないため反対。

今後５年間での本市の最上位計画案にも関わらず、内
容が薄く目新しいものもない。また「市民とともに考え、
築きあげる協働のまちづくり」と謳いながら、市民への
説明がなく、これからも説明する気がない。まちづくり
は、市民と行政とが協力してはじめて正しく前に進むも
のであり、市民を置き去りにした計画案には反対。

反対 多田  伸治森川  佳英

第６次総合振興計画前期基本計画を
定めることについて

議案第21号

可決

総合振興計画は、自治法改正によりすでに市町村での策定義務ではなく任意計画となっている
が、第5次総合振興計画に引き続き、人口減少対策を最大の課題として、切れ目のない施策を
推進するために市長が必要なものとして計画し、議会に提案されたもの。策定にあたって、ワー
クショップなどの手法も取り入れ、外部の意見も広く聞いており、持続可能なまちづくりを目指す
ものと判断し賛成。

賛成

田中  直文
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し
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く
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き
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、
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学
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田中   利德
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概
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過
し
、地
域
の
子
ど
も
の

学
習
習
慣
の
定
着
や
地
域
の
方
と

子
ど
も
と
の
交
流
に
欠
か
せ
な
い

事
業
と
し
て
定
着
し
て
き
て
い
る
。

Q
災
害
時
に
お
け
る
連
絡
は

A
様
々
な
通
信
手
段
で
呼
び
か
け
、

地
域
内
の
声
掛
け
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

藤間  義明

し
か
し
本
事
業
に
対
す
る
国
や
県

の
助
成
も
縮
小
し
て
い
る
こ
と
か

ら
ゼ
ロ
予
算
事
業
と
す
る
。

Q
．プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
へ
の
Ⅰ
Ｃ

Ｔ
支
援
員
配
置
は
。

A
．各
学
校
の
規
模
や
現
状
な
ど
も
調

査
し
、必
要
に
応
じ
て
最
大
の
効

果
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、適
切
な

配
置
を
考
え
る
。

川越地区防災訓練

避
難
行
動
要
支
援
者

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
・
介
護
保
険
の
要
介
護
３
以

上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
・
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ
び
２

級
、療
育
手
帳
Ａ
、精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
・
そ
の
他
特
に
支

援
を
必
要
と
す
る
人

要
配
慮
者
利
用
施
設

社
会
福
祉
施
設
・
学
校
・
医
療
施

設 

な
ど
防
災
上
の
配
慮
を
要
す

る
人
が
利
用
す
る
施
設
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市
議

市QA＆

の

の

江津市をもっと
暮らしやすくするには、
こうしたらいいな

一般質問一
般
質
問
と
は
？

皆
さ
ん
の
生
活
に
か
か
わ
る
大
切
な
内

容
に
つ
い
て
、市
議
会
議
員
が
市
に
対
し

て
質
問
を
行
い
ま
す
。原
稿
は
質
問
し
た

議
員
自
身
が
、主
な
質
問
に
つ
い
て
要
旨

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

※一般質問の全ての内容は市のホームページの
　「市議会」→「会議録検索」から見ることができ
　ます。
　（ただし掲載は次期定例会の前になります）

Q
公
共
交
通
網
形
成
計
画
で
目
指
す

ま
ち
づ
く
り
の
目
標
と
課
題
解
決
は

A
明
確
な
解
決
策
は
な
い
が
、実
情
に

あ
っ
た
交
通
形
態
を
検
討
し
た
い

植田  好雄

Q
．公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
数
値

目
標
な
ど
を
検
証
し
、目
標
達
成

に
向
け
た
改
善
や
見
直
し
も
必

要
で
は
。

A
．新
た
な
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
導

入
が
必
要
な
ら
、見
直
し
も
考
え

る
。基
本
方
針
や
目
標
の
変
更
は

考
え
て
な
い
。

【
江
津
駅
に
つ
い
て
】

Q
．み
ど
り
の
窓
口
廃
止
が
Ｊ
Ｒ
西
日

本
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、本

市
の
対
応
は
。

A
．今
年
に
な
っ
て
廃
止
の
説
明
を
受

け
た
が
、具
体
的
な
対
応
は
現
時

点
で
考
え
て
い
な
い
。

Q
．障
が
い
者
や
利
用
者
軽
視
の
サ
ー

ビ
ス
低
下
に
反
対
を
。

A
．民
間
企
業
の
運
営
体
制
に
関
与
す

る
こ
と
は
難
し
い
。

江津駅のみどりの窓口

ＩＣＴ教育としてのサッカーロボット

Q
．将
来
の
無
人
駅
化
を
危
惧
。雇
用

確
保
で
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

A
．引
き
続
き
職
員
配
置
を
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Q
．市
長
の
問
題
意
識
は
。

A
．あ
ら
が
う
こ
と
は
困
難
。決
し
て

快
く
思
っ
て
な
い
。難
し
い
が
言
う

べ
き
こ
と
は
言
う
。

Q
．要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
確

保
計
画
の
作
成
は
。

A
．２
月
に
施
設
の
方
へ
説
明
会
を
行

い
、５
月
を
目
途
に
計
画
の
提
出

を
求
め
て
い
る
。

Q
．避
難
行
動
要
支
援
者
に
対
す
る

各
地
域
で
の
取
り
組
み
状
況
は
。

A
．先
進
的
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い

る
地
区
で
は
、避
難
行
動
要
支
援

者
へ
の
支
援
を
盛
り
込
ん
だ
防
災

訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。そ
の
他

の
地
区
は
、出
前
講
座
で
説
明
し
、

防
災
活
動
に
つ
な
が
る
よ
う
支
援

を
行
っ
て
い
る
。

Q
よ
り
充
実
し
た

教
育
環
境
づ
く
り
を

A
空
き
店
舗
を
活
用
し
、

地
域
の
学
習
塾
を
開
設

田中   利德

Q
．桜
江
地
域
に
開
設
予
定
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
学
習
塾
の
概
要
は
。

A
．令
和
２
年
度
か
ら
桜
江
地
域
で
県

指
定
事
業「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り

モ
デ
ル
地
域
推
進
事
業
」の
一
つ
と

し
て
取
り
組
む
。空
き
店
舗
を
活

用
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を
備
え
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
習
塾
の
開
設
を
計

画
し
て
い
る
。

　
　  

地
域
住
民
や
教
員
Ｏ
Ｂ
の
皆
さ
ん

に
よ
る
地
域
で
仕
組
み
を
作
り
、

学
力
向
上
は
も
と
よ
り
、地
域
へ

の
愛
着
や
感
謝
の
心
、ふ
る
さ
と
へ

の
誇
り
を
育
む
場
と
す
る
。

Q
．児
童
が
地
域
で
学
ぶ
サ
タ
デ
ー
ス

ク
ー
ル
の
今
後
の
運
営
は
。

A
．サ
タ
デ
ー
ス
ク
ー
ル
は
開
始
か
ら
５

年
が
経
過
し
、地
域
の
子
ど
も
の

学
習
習
慣
の
定
着
や
地
域
の
方
と

子
ど
も
と
の
交
流
に
欠
か
せ
な
い

事
業
と
し
て
定
着
し
て
き
て
い
る
。

Q
災
害
時
に
お
け
る
連
絡
は

A
様
々
な
通
信
手
段
で
呼
び
か
け
、

地
域
内
の
声
掛
け
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

藤間  義明

し
か
し
本
事
業
に
対
す
る
国
や
県

の
助
成
も
縮
小
し
て
い
る
こ
と
か

ら
ゼ
ロ
予
算
事
業
と
す
る
。

Q
．プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
へ
の
Ⅰ
Ｃ

Ｔ
支
援
員
配
置
は
。

A
．各
学
校
の
規
模
や
現
状
な
ど
も
調

査
し
、必
要
に
応
じ
て
最
大
の
効

果
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、適
切
な

配
置
を
考
え
る
。

川越地区防災訓練

避
難
行
動
要
支
援
者

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世

帯
・
介
護
保
険
の
要
介
護
３
以

上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
・
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ
び
２

級
、療
育
手
帳
Ａ
、精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
・
そ
の
他
特
に
支

援
を
必
要
と
す
る
人

要
配
慮
者
利
用
施
設

社
会
福
祉
施
設
・
学
校
・
医
療
施

設 

な
ど
防
災
上
の
配
慮
を
要
す

る
人
が
利
用
す
る
施
設
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Q
子
育
て
世
帯
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た

支
援
施
策
の
取
り
組
み
を

A
医
療
費
の
軽
減
・
遊
び
場
所
の

確
保
な
ど
に
取
り
組
む

鍛治  恵巳子

Q
．女
性
に
選
ば
れ
る
自
治
体
と
し

て
、社
会
減
少
を
食
い
止
め
る
対

策
を
。

A
．女
性
に
魅
力
あ
る
雇
用
の
場
が
必

要
。女
性
求
職
者
は
、事
務
系
の

希
望
が
多
い
。情
報
サ
ー
ビ
ス
産

業
な
ど
の
事
務
系
職
場
、サ
ー
ビ

ス
業
な
ど
の
３
次
産
業
の
誘
致
活

動
や
、企
業
支
援
を
行
う
。

【
結
婚
支
援
】

Q
．江
津
は
ぴ
こ
会
へ
の
協
力
支
援
を
。

A
．企
業
や
個
人
が
、従
業
員
・
知
人

に
対
し
、婚
活
関
連
情
報
を
周
知

し
、参
加
を
促
す
と
い
う
本
市
固

有
の
仕
組
み「
ご
う
つ
恋
活
応
援

団
」を
創
設
。現
在
は
66
の
企
業

や
個
人
・
団
体
が
登
録
。さ
ら
に

登
録
者
数
を
増
や
す
効
果
的
な

情
報
発
信
な
ど
を
検
討
。

済生会江津総合病院で生まれた赤ちゃん

Q
．県
と
連
携
し
て
、有
料
会
員
制
結

婚
支
援
シ
ス
テ
ム「
し
ま
コ
」の

有
効
活
用
を
。

A
．現
在
、県
内
の
７
つ
の
市
町
が
閲

覧
可
能
。本
市
も
、令
和
２
年
度

中
に
、県
か
ら
貸
与
さ
れ
る
閲
覧

用
の
端
末
を
設
置
す
る
方
向
で

検
討
。

Q
．今
後
の
マ
ス
ク
・
消
毒
の
備
蓄
品

の
提
供
は
。

A
．現
在
提
供
し
て
い
る
医
療
機
関
・

社
会
福
祉
施
設
な
ど
を
優
先
し
て

対
応
す
る
。今
後
、感
染
の
拡
大

や
長
期
間
不
足
す
る
場
合
は
、状

況
を
見
据
え
て
対
応
し
て
い
く
。

Q
．本
市
の
相
談
窓
口
設
置
は
。

A
．今
後
の
感
染
拡
大
の
状
況
に
よ

り
、県
と
連
携
を
図
り
検
討
す
る
。

【
情
報
教
育
に
つ
い
て
】

Q
．メ
デ
ィ
ア
教
育
の
認
識
は
。

A
．教
育
現
場
で
は
、情
報
を
読
み
取

り
活
用
す
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る

取
り
組
み
を
さ
ら
に
進
め
る
。ま

た
、メ
デ
ィ
ア
と
の
適
切
な
か
か
わ

り
方
に
つ
い
て
は
、保
護
者
・
地
域

と
連
携
し
た
取
り
組
み
も
あ
わ
せ

て
進
め
て
い
く
こ
と
が
、重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

Q
．小
・
中
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環

境
整
備
の
状
況
は
。

A
．令
和
２
年
度
に
は
、文
部
科
学
省

の
教
育
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強

靱
化
を
施
し
、１
人
１
台
の
パ
ソ
コ

ン
端
末
を
使
用
で
き
る
環
境
の
構

築
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Q
ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の

進
め
方
は

A
藻
谷
浩
介
氏
の
講
演
会
も

視
野
に
進
め
る

河野  正行

Q
．ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成

果
は
。

A
．自
尊
感
情
や
自
己
有
用
観
と
、地

域
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
の
意
識
が
、全
国
平
均
を
上

回
っ
て
い
る
。

Q
マ
ス
ク
・
消
毒
の
備
蓄
品
の

提
供
は

A
医
療
機
関
・
福
祉
施
設
・
保
育
所
・

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
に
提
供

坂手  洋介

Q
．今
後
の
進
め
方
は
。

A
．令
和
２
年
度
よ
り「
キ
ャ
リ
ア
・
パ

ス
ポ
ー
ト
」の
取
り
組
み
が
始
ま
る
。

こ
の
取
り
組
み
に
あ
わ
せ
、ふ
る
さ

と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。

Q
．教
育
長
の
思
い
は
。

A
．ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
、江

津
の
自
然
や
歴
史
・
伝
統
・
文
化
、

そ
し
て
企
業
を
含
め
、子
ど
も
た

ち
が
触
れ
、体
験
さ
せ
る
こ
と
を
通

じ
て
、ふ
る
さ
と
江
津
へ
の
愛
着
と

誇
り
を
育
む
教
育
を
進
め
る
。今

学
ん
で
い
る
こ
と
と
将
来
の
夢
や

生
活
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
、子

ど
も
た
ち
の
自
立
に
つ
な
げ
た
い
。 復興が待たれる有福温泉

Q
地
域
資
源
活
用
は

A
神
楽
・
勝
地
半
紙
は

観
光
産
業
と
し
て
活
用
で
き
る

森川  和英

Q
．雇
用
の
促
進
は
。

A
．外
需
獲
得
の
有
効
な
産
業
で
あ
る

観
光
産
業
の
推
進
は
、雇
用
の
促

進
に
つ
な
が
る
。

Q
．観
光
資
源
の
魅
力
創
出
は
。

A
．地
域
の
宝
と
観
光
施
設
が
つ
な
が

る
こ
と
で
、観
光
地
と
し
て
の
魅

力
創
出
に
な
る
。

Q
．観
光
ル
ー
ト
の
開
発
は
。

A
．特
色
あ
る
地
域
資
源
を
活
用
し
、

本
市
独
自
の
観
光
ル
ー
ト
を
検
討

す
る
。

Q
．広
域
的
観
光
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
。

A
．県
観
光
連
盟
や
他
市
町
と
連
携

し
、観
光
振
興
を
推
進
す
る
。

【
有
福
温
泉
の
再
興
】

Q
．復
興
計
画
は
。

A
．有
福
温
泉
活
性
化
基
本
計
画
・

周
辺
整
備
計
画
を
策
定
し
進
め

る
。住
民
の
意
見
や
提
案
を
受
け

て
い
る
。

キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
ポ
ー
ト

児
童
・
生
徒
自
身
が
自
分
の
気

持
ち
の
変
化
や
成
長
を
自
己
評

価
し
て
い
く
も
の
。

藻
谷
浩
介
氏

地
域
経
済
・
観
光
・
人
口
動
態
を

詳
細
に
調
査
し
講
演
活
動
を
行
っ

て
い
る
地
域
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
。

ふるさと・キャリア教育の様子
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Q
子
育
て
世
帯
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た

支
援
施
策
の
取
り
組
み
を

A
医
療
費
の
軽
減
・
遊
び
場
所
の

確
保
な
ど
に
取
り
組
む

鍛治  恵巳子

Q
．女
性
に
選
ば
れ
る
自
治
体
と
し

て
、社
会
減
少
を
食
い
止
め
る
対

策
を
。

A
．女
性
に
魅
力
あ
る
雇
用
の
場
が
必

要
。女
性
求
職
者
は
、事
務
系
の

希
望
が
多
い
。情
報
サ
ー
ビ
ス
産

業
な
ど
の
事
務
系
職
場
、サ
ー
ビ

ス
業
な
ど
の
３
次
産
業
の
誘
致
活

動
や
、企
業
支
援
を
行
う
。

【
結
婚
支
援
】

Q
．江
津
は
ぴ
こ
会
へ
の
協
力
支
援
を
。

A
．企
業
や
個
人
が
、従
業
員
・
知
人

に
対
し
、婚
活
関
連
情
報
を
周
知

し
、参
加
を
促
す
と
い
う
本
市
固

有
の
仕
組
み「
ご
う
つ
恋
活
応
援

団
」を
創
設
。現
在
は
66
の
企
業

や
個
人
・
団
体
が
登
録
。さ
ら
に

登
録
者
数
を
増
や
す
効
果
的
な

情
報
発
信
な
ど
を
検
討
。

済生会江津総合病院で生まれた赤ちゃん

Q
．県
と
連
携
し
て
、有
料
会
員
制
結

婚
支
援
シ
ス
テ
ム「
し
ま
コ
」の

有
効
活
用
を
。

A
．現
在
、県
内
の
７
つ
の
市
町
が
閲

覧
可
能
。本
市
も
、令
和
２
年
度

中
に
、県
か
ら
貸
与
さ
れ
る
閲
覧

用
の
端
末
を
設
置
す
る
方
向
で

検
討
。

Q
．今
後
の
マ
ス
ク
・
消
毒
の
備
蓄
品

の
提
供
は
。

A
．現
在
提
供
し
て
い
る
医
療
機
関
・

社
会
福
祉
施
設
な
ど
を
優
先
し
て

対
応
す
る
。今
後
、感
染
の
拡
大

や
長
期
間
不
足
す
る
場
合
は
、状

況
を
見
据
え
て
対
応
し
て
い
く
。

Q
．本
市
の
相
談
窓
口
設
置
は
。

A
．今
後
の
感
染
拡
大
の
状
況
に
よ

り
、県
と
連
携
を
図
り
検
討
す
る
。

【
情
報
教
育
に
つ
い
て
】

Q
．メ
デ
ィ
ア
教
育
の
認
識
は
。

A
．教
育
現
場
で
は
、情
報
を
読
み
取

り
活
用
す
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る

取
り
組
み
を
さ
ら
に
進
め
る
。ま

た
、メ
デ
ィ
ア
と
の
適
切
な
か
か
わ

り
方
に
つ
い
て
は
、保
護
者
・
地
域

と
連
携
し
た
取
り
組
み
も
あ
わ
せ

て
進
め
て
い
く
こ
と
が
、重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

Q
．小
・
中
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環

境
整
備
の
状
況
は
。

A
．令
和
２
年
度
に
は
、文
部
科
学
省

の
教
育
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強

靱
化
を
施
し
、１
人
１
台
の
パ
ソ
コ

ン
端
末
を
使
用
で
き
る
環
境
の
構

築
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Q
ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の

進
め
方
は

A
藻
谷
浩
介
氏
の
講
演
会
も

視
野
に
進
め
る

河野  正行

Q
．ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成

果
は
。

A
．自
尊
感
情
や
自
己
有
用
観
と
、地

域
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
の
意
識
が
、全
国
平
均
を
上

回
っ
て
い
る
。

Q
マ
ス
ク
・
消
毒
の
備
蓄
品
の

提
供
は

A
医
療
機
関
・
福
祉
施
設
・
保
育
所
・

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
に
提
供

坂手  洋介

Q
．今
後
の
進
め
方
は
。

A
．令
和
２
年
度
よ
り「
キ
ャ
リ
ア
・
パ

ス
ポ
ー
ト
」の
取
り
組
み
が
始
ま
る
。

こ
の
取
り
組
み
に
あ
わ
せ
、ふ
る
さ

と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。

Q
．教
育
長
の
思
い
は
。

A
．ふ
る
さ
と
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
、江

津
の
自
然
や
歴
史
・
伝
統
・
文
化
、

そ
し
て
企
業
を
含
め
、子
ど
も
た

ち
が
触
れ
、体
験
さ
せ
る
こ
と
を
通

じ
て
、ふ
る
さ
と
江
津
へ
の
愛
着
と

誇
り
を
育
む
教
育
を
進
め
る
。今

学
ん
で
い
る
こ
と
と
将
来
の
夢
や

生
活
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
、子

ど
も
た
ち
の
自
立
に
つ
な
げ
た
い
。 復興が待たれる有福温泉

Q
地
域
資
源
活
用
は

A
神
楽
・
勝
地
半
紙
は

観
光
産
業
と
し
て
活
用
で
き
る

森川  和英

Q
．雇
用
の
促
進
は
。

A
．外
需
獲
得
の
有
効
な
産
業
で
あ
る

観
光
産
業
の
推
進
は
、雇
用
の
促

進
に
つ
な
が
る
。

Q
．観
光
資
源
の
魅
力
創
出
は
。

A
．地
域
の
宝
と
観
光
施
設
が
つ
な
が

る
こ
と
で
、観
光
地
と
し
て
の
魅

力
創
出
に
な
る
。

Q
．観
光
ル
ー
ト
の
開
発
は
。

A
．特
色
あ
る
地
域
資
源
を
活
用
し
、

本
市
独
自
の
観
光
ル
ー
ト
を
検
討

す
る
。

Q
．広
域
的
観
光
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
。

A
．県
観
光
連
盟
や
他
市
町
と
連
携

し
、観
光
振
興
を
推
進
す
る
。

【
有
福
温
泉
の
再
興
】

Q
．復
興
計
画
は
。

A
．有
福
温
泉
活
性
化
基
本
計
画
・

周
辺
整
備
計
画
を
策
定
し
進
め

る
。住
民
の
意
見
や
提
案
を
受
け

て
い
る
。

キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
ポ
ー
ト

児
童
・
生
徒
自
身
が
自
分
の
気

持
ち
の
変
化
や
成
長
を
自
己
評

価
し
て
い
く
も
の
。

藻
谷
浩
介
氏

地
域
経
済
・
観
光
・
人
口
動
態
を

詳
細
に
調
査
し
講
演
活
動
を
行
っ

て
い
る
地
域
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
。

ふるさと・キャリア教育の様子
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Q
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
の

予
算
は

A
必
要
で
あ
れ
ば
補
正
予
算
で
対
応

森川  佳英

Q
．令
和
２
年
度
当
初
予
算
案
に
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
が
全

く
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。今
後
、

財
政
的
な
対
策
も
必
要
に
な
っ
て

く
る
が
、ど
う
対
応
す
る
の
か
。

A
．国
や
県
の
情
勢
を
注
視
し
、必
要

で
あ
れ
ば
補
正
予
算
な
ど
で
、適

切
に
対
応
し
た
い
。

Q
．今
後
の
学
校
再
開
に
向
け
、条
件

や
手
順
は
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。

A
．休
校
で
の
未
履
修
単
元
の
学
習
補

助
な
ど
、学
業
に
影
響
が
な
い
よ
う

各
学
校
で
対
応
を
計
画
し
て
い
る
。

Q
．学
校
は
休
校
で
も
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
は
開
所
と
チ
グ
ハ
グ
が
あ
る

が
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
加

湿
器
の
設
置
が
必
要
と
い
っ
た
声

や
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ス
ク
が
不
足
と

の
情
報
も
あ
る
。感
染
予
防
対
策

の
強
化
を
。

A
．低
学
年
で
は
留
守
番
が
困
難
な
場

合
も
あ
り
、厚
生
労
働
省
か
ら「
原

則
と
し
て
開
所
」と
の
通
知
が
あ
っ

た
。放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
児

童
が
密
集
し
な
い
よ
う
、空
き
教

室
で
分
散
し
て
保
育
を
行
う
が
、

市
内
で
感
染
が
あ
っ
た
場
合
、閉

所
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

Q
．臨
時
的
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

利
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、料

金
を
無
料
に
で
き
な
い
か
。

A
．ど
の
児
童
も
１
日
２
０
０
円
と
し

て
お
り
、そ
れ
以
上
の
負
担
は
な
い
。

Q
過
疎
地
域
で
も
創
業
起
業
を

奨
励
す
べ
き

A
新
規
開
店
は
重
点
的
に
商
業
を

振
興
す
る
区
域
と
し
た
い

山根  兼三郎

Q
．商
業
活
性
化
支
援
事
業
の
取
り
組

み
と
成
果
は
。

A
．平
成
22
年
以
降
、事
業
承
継
４
店

舗
、新
規
開
店
22
店
舗
の
実
績
。

事
業
承
継
は
市
内
全
域
、新
規
開

店
は
江
津
市
中
心
市
街
地
区
域
・

江
津
本
町
・
桜
江
町
川
戸
地
区
・

有
福
温
泉
町
湯
町
の
４
地
区
に
限

定
し
て
い
る
。営
業
を
継
続
し
て
い

る
店
舗
は
地
域
の
活
性
化
に
寄
与

し
て
い
る
。

Q
．新
規
創
業
は
４
地
区
に
限
定
し
て

い
る
が
、市
内
全
域
で
の
創
業
に

対
応
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

A
．元
々
は
島
根
県
が
、商
業
活
性
化

が
急
務
の
地
域
で
、空
き
店
舗
を

活
用
し
た
新
規
出
店
を
支
援
す
る

た
め
に
始
め
た
事
業
。本
市
と
し

て
制
度
設
計
を
検
討
し
、商
業
活

性
化
の
重
点
地
域
と
し
て
４
地
区

と
し
た
。

Q
．「
過
疎
四
苦
八
苦
」と
も
言
わ
れ
、

市
内
の
多
く
の
地
域
が
苦
し
ん
で

い
る
。創
業
を
目
指
す
人
が
、各

地
域
の
特
産
物
や
空
き
家
・
空
き

店
舗
・
空
き
工
場
を
利
用
す
る
可

能
性
も
あ
る
。ま
た
、地
域
ご
と

の
悩
み
事
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

こ
と
も
あ
る
。地
域
振
興
と
し
て

制
度
設
計
の
見
直
し
を
。

A
．県
と
の
協
調
補
助
だ
が
、本
市
と

し
て
事
業
の
変
更
は
可
能
と
考
え

る
。金
額
は
少
な
い
が
他
の
メ

ニ
ュ
ー
を
活
用
し
て
ほ
し
い
。

浸水後空き家となった家屋（桜江町小田）

Q
被
災
家
屋
の
解
体
に
対
し

こ
れ
か
ら
で
も
補
償
を

A
適
正
に
処
理
し
た

多田  伸治

Q
．Ｎ
Ｈ
Ｋ
が「
西
日
本
豪
雨
で
全
壊
・

半
壊
の
判
定
を
受
け
た
家
屋
の
解

体
費
用
に
つ
い
て
、環
境
省
が『
罹

災
証
明
が
あ
れ
ば
無
条
件
で
解
体

費
用
を
全
額
補
助
す
る
』と
補
助

制
度
を
拡
充
し
た
も
の
の
、江
津
市

は
活
用
し
な
かっ
た
」と
報
じ
た
。こ

れ
に
対
し
本
市
は「
衛
生
上
の
問
題

や
危
険
性
か
ら
緊
急
に
解
体
す
る

必
要
の
あ
る
被
災
家
屋
が
な
か
っ

た
」と
説
明
。し
か
し
、環
境
省
担

当
課
は「
衛
生
の
問
題
や
緊
急
性
は

条
件
で
は
な
い
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し

て
お
り
、制
度
を
活
用
し
た
川
本
町

も「
半
壊
以
上
の
家
屋
は
全
て
対

象
」と
し
て
い
る
。な
ぜ
本
市
は
制

度
を
活
用
で
き
な
かっ
た
の
か
。

A
．通
行
上
支
障
や
倒
壊
の
危
険
性
の

あ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
る
家
屋
が
対
象
だ
っ
た
。公

費
解
体
補
助
に
は
災
害
査
定
や
会

計
検
査
が
あ
り
、無
条
件
で
は
な

い
。災
害
後
に
市
職
員
が
確
認
し

て
、生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
る
家
屋
は
な
か
っ
た
。

Q
．補
助
制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、

復
旧
復
興
は
も
っ
と
別
の
形
に
な
っ

た
。市
の
責
任
と
し
て
、解
体
し
た

人
・
解
体
し
た
か
っ
た
人
・こ
れ
か

ら
で
も
解
体
す
る
人
に
対
し
て
、補

助
・
補
償
が
必
要
で
は
な
い
か
。

A
．当
時
、無
条
件
な
ど
と
い
う
話
は

な
く
、適
正
に
災
害
廃
棄
物
を
処

理
し
た
。

他自治体の新型コロナウィルス対策

浜 田 市

奥出雲町

津和野町

鳥 取 県

災害備蓄のマスクを介
護施設・保育所などの
職員向けに無償提供

マスクを全世帯に無
償配布

小学生がいる188世帯
へ3万円の商品券を給付

休校で保護者が休む場
合や企業が事業縮小する
場合の国の補償（1日
8330円が上限）を、対象
外の個人事業主にも拡大

江津市議会委員会条例の一部を改正する条例
組織機構の改革に伴い常任委員会の所管を改めるもの。

●政策企画課　●総務課　●財政課
●人事課　●管財課　●社会福祉課
●子育て支援課　●健康医療対策課
●高齢者障がい者福祉課
●地域包括支援センター　●会計課
●教育委員会　●選挙管理委員会　
●監査委員　●公平委員会
●固定資産評価審査委員会
　他の委員会の所管に属しないこと

総務民生委員会 建設経済委員会

●総務文教委員は総務民生委員、建設厚生委員は建設経済委員となる。
●調査を継続しているものについては、所管を担当する委員会に承継される。

●市民生活課　●保険年金課
●税務課　　　●人権啓発センター
●農林水産課　●商工観光課
●地域振興課　●建設政策課
●土木建設課　●建築住宅課
●水道課　　　●下水道課
●農業委員会

令和２年４月１日から施行
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Q
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
の

予
算
は

A
必
要
で
あ
れ
ば
補
正
予
算
で
対
応

森川  佳英

Q
．令
和
２
年
度
当
初
予
算
案
に
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
が
全

く
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。今
後
、

財
政
的
な
対
策
も
必
要
に
な
っ
て

く
る
が
、ど
う
対
応
す
る
の
か
。

A
．国
や
県
の
情
勢
を
注
視
し
、必
要

で
あ
れ
ば
補
正
予
算
な
ど
で
、適

切
に
対
応
し
た
い
。

Q
．今
後
の
学
校
再
開
に
向
け
、条
件

や
手
順
は
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。

A
．休
校
で
の
未
履
修
単
元
の
学
習
補

助
な
ど
、学
業
に
影
響
が
な
い
よ
う

各
学
校
で
対
応
を
計
画
し
て
い
る
。

Q
．学
校
は
休
校
で
も
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
は
開
所
と
チ
グ
ハ
グ
が
あ
る

が
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
加

湿
器
の
設
置
が
必
要
と
い
っ
た
声

や
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ス
ク
が
不
足
と

の
情
報
も
あ
る
。感
染
予
防
対
策

の
強
化
を
。

A
．低
学
年
で
は
留
守
番
が
困
難
な
場

合
も
あ
り
、厚
生
労
働
省
か
ら「
原

則
と
し
て
開
所
」と
の
通
知
が
あ
っ

た
。放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
児

童
が
密
集
し
な
い
よ
う
、空
き
教

室
で
分
散
し
て
保
育
を
行
う
が
、

市
内
で
感
染
が
あ
っ
た
場
合
、閉

所
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

Q
．臨
時
的
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

利
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、料

金
を
無
料
に
で
き
な
い
か
。

A
．ど
の
児
童
も
１
日
２
０
０
円
と
し

て
お
り
、そ
れ
以
上
の
負
担
は
な
い
。

Q
過
疎
地
域
で
も
創
業
起
業
を

奨
励
す
べ
き

A
新
規
開
店
は
重
点
的
に
商
業
を

振
興
す
る
区
域
と
し
た
い

山根  兼三郎

Q
．商
業
活
性
化
支
援
事
業
の
取
り
組

み
と
成
果
は
。

A
．平
成
22
年
以
降
、事
業
承
継
４
店

舗
、新
規
開
店
22
店
舗
の
実
績
。

事
業
承
継
は
市
内
全
域
、新
規
開

店
は
江
津
市
中
心
市
街
地
区
域
・

江
津
本
町
・
桜
江
町
川
戸
地
区
・

有
福
温
泉
町
湯
町
の
４
地
区
に
限

定
し
て
い
る
。営
業
を
継
続
し
て
い

る
店
舗
は
地
域
の
活
性
化
に
寄
与

し
て
い
る
。

Q
．新
規
創
業
は
４
地
区
に
限
定
し
て

い
る
が
、市
内
全
域
で
の
創
業
に

対
応
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

A
．元
々
は
島
根
県
が
、商
業
活
性
化

が
急
務
の
地
域
で
、空
き
店
舗
を

活
用
し
た
新
規
出
店
を
支
援
す
る

た
め
に
始
め
た
事
業
。本
市
と
し

て
制
度
設
計
を
検
討
し
、商
業
活

性
化
の
重
点
地
域
と
し
て
４
地
区

と
し
た
。

Q
．「
過
疎
四
苦
八
苦
」と
も
言
わ
れ
、

市
内
の
多
く
の
地
域
が
苦
し
ん
で

い
る
。創
業
を
目
指
す
人
が
、各

地
域
の
特
産
物
や
空
き
家
・
空
き

店
舗
・
空
き
工
場
を
利
用
す
る
可

能
性
も
あ
る
。ま
た
、地
域
ご
と

の
悩
み
事
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

こ
と
も
あ
る
。地
域
振
興
と
し
て

制
度
設
計
の
見
直
し
を
。

A
．県
と
の
協
調
補
助
だ
が
、本
市
と

し
て
事
業
の
変
更
は
可
能
と
考
え

る
。金
額
は
少
な
い
が
他
の
メ

ニ
ュ
ー
を
活
用
し
て
ほ
し
い
。

浸水後空き家となった家屋（桜江町小田）

Q
被
災
家
屋
の
解
体
に
対
し

こ
れ
か
ら
で
も
補
償
を

A
適
正
に
処
理
し
た

多田  伸治

Q
．Ｎ
Ｈ
Ｋ
が「
西
日
本
豪
雨
で
全
壊
・

半
壊
の
判
定
を
受
け
た
家
屋
の
解

体
費
用
に
つ
い
て
、環
境
省
が『
罹

災
証
明
が
あ
れ
ば
無
条
件
で
解
体

費
用
を
全
額
補
助
す
る
』と
補
助

制
度
を
拡
充
し
た
も
の
の
、江
津
市

は
活
用
し
な
かっ
た
」と
報
じ
た
。こ

れ
に
対
し
本
市
は「
衛
生
上
の
問
題

や
危
険
性
か
ら
緊
急
に
解
体
す
る

必
要
の
あ
る
被
災
家
屋
が
な
か
っ

た
」と
説
明
。し
か
し
、環
境
省
担

当
課
は「
衛
生
の
問
題
や
緊
急
性
は

条
件
で
は
な
い
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し

て
お
り
、制
度
を
活
用
し
た
川
本
町

も「
半
壊
以
上
の
家
屋
は
全
て
対

象
」と
し
て
い
る
。な
ぜ
本
市
は
制

度
を
活
用
で
き
な
かっ
た
の
か
。

A
．通
行
上
支
障
や
倒
壊
の
危
険
性
の

あ
る
生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
る
家
屋
が
対
象
だ
っ
た
。公

費
解
体
補
助
に
は
災
害
査
定
や
会

計
検
査
が
あ
り
、無
条
件
で
は
な

い
。災
害
後
に
市
職
員
が
確
認
し

て
、生
活
環
境
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
る
家
屋
は
な
か
っ
た
。

Q
．補
助
制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、

復
旧
復
興
は
も
っ
と
別
の
形
に
な
っ

た
。市
の
責
任
と
し
て
、解
体
し
た

人
・
解
体
し
た
か
っ
た
人
・こ
れ
か

ら
で
も
解
体
す
る
人
に
対
し
て
、補

助
・
補
償
が
必
要
で
は
な
い
か
。

A
．当
時
、無
条
件
な
ど
と
い
う
話
は

な
く
、適
正
に
災
害
廃
棄
物
を
処

理
し
た
。

他自治体の新型コロナウィルス対策

浜 田 市

奥出雲町

津和野町

鳥 取 県

災害備蓄のマスクを介
護施設・保育所などの
職員向けに無償提供

マスクを全世帯に無
償配布

小学生がいる188世帯
へ3万円の商品券を給付

休校で保護者が休む場
合や企業が事業縮小する
場合の国の補償（1日
8330円が上限）を、対象
外の個人事業主にも拡大

江津市議会委員会条例の一部を改正する条例
組織機構の改革に伴い常任委員会の所管を改めるもの。

●政策企画課　●総務課　●財政課
●人事課　●管財課　●社会福祉課
●子育て支援課　●健康医療対策課
●高齢者障がい者福祉課
●地域包括支援センター　●会計課
●教育委員会　●選挙管理委員会　
●監査委員　●公平委員会
●固定資産評価審査委員会
　他の委員会の所管に属しないこと

総務民生委員会 建設経済委員会

●総務文教委員は総務民生委員、建設厚生委員は建設経済委員となる。
●調査を継続しているものについては、所管を担当する委員会に承継される。

●市民生活課　●保険年金課
●税務課　　　●人権啓発センター
●農林水産課　●商工観光課
●地域振興課　●建設政策課
●土木建設課　●建築住宅課
●水道課　　　●下水道課
●農業委員会

令和２年４月１日から施行
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編
集
後
記

議
会
を
傍
聴
し
よ
う

江
津
市
議
会
で
は
皆
さ
ん
の

傍
聴
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
傍
聴
を
ご
希
望
の
方
は
、

議
会
開
催
日
に
本
庁
３
階
の

議
会
事
務
局
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

議
会
へ
参
加
し
よ
う

市
政
に
対
し
て
意
見
や
要
望

が
あ
れ
ば
、
議
会
へ
請
願
・

陳
情
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
願
の
場
合
は
市
議
会
議
員

の
紹
介
が
必
要
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■編集・発行責任者

議　　長　

■市議会だより編集特別委員会

委 員 長

副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

鍛治  恵巳子
坂手 　 洋介
植田　  好雄
多田 　 伸治
山根  兼三郎
河野　  正行
永岡　  静馬

森脇     悦朗

市議会だより（令和2年5月1日）　　［ 編 集 ］市議会だより編集特別委員会 　 ［ 発 行 ］江津市議会事務局 ☎（0855）52‐7498
［ ホームページアドレス ］ http://www.city.gotsu.lg.jp/site/gikai （江津市HP内）

請
願
・
陳
情
締
切
／
６
月
４
日
午
前
中
ま
で

次
回
６
月
定
例
会 

　
こ
の
編
集
後
記
は
３
月
末
に
書
い
て
い
ま

す
。こ
の
議
会
だ
よ
り
が
お
手
元
に
届
く
頃
に

は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
終
息
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。学
校
の
入
学
式

は
無
事
に
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。イ
ベ
ン
ト

な
ど
も
全
て
中
止
に
な
り
、子
ど
も
た
ち
だ
け

で
は
な
く
、市
民
の
皆
さ
ん
も
ス
ト
レ
ス
状
態

だ
と
思
い
ま
す
。当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、自

分
の
周
り
の
人
を
守
る
意
識
で
感
染
症
予
防

に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
の
子
ど
も
の
頃
は
布
の
マ
ス
ク
で
し
た
が
、

近
年
は
紙
製
の
も
の
を
使
用
す
る
人
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。ま
だ
ま
だ
こ
の
感
染
症
対
策
は
先

が
み
え
て
い
ま
せ
ん
。マ
ス
ク
・
消
毒
液
の
不
足

が
心
配
さ
れ
て
い
る
な
か
、自
作
の
素
敵
な
マ

ス
ク
を
し
て
い
る
方
も
見
か
け
ま
す
。家
庭
で
の

消
毒
液
の
作
り
方
も
新
聞
な
ど
で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。私
も
自
分
が
で
き
る
予
防
を
心
が

け
ま
す
。市
民
全
員
で
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

（
鍛
治
　
恵
巳
子
）

※開始時間は予定です。
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市
議
会
だ
よ
り

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

こ
ち
ら
か
ら

議会運営委員会視察（1月27～29日）
長野県飯綱町

「住民に開かれた議会」「追認では
なく、町長と切磋琢磨する議会」
「住民の声を行政に反映する努力を
貫く議会」「政策提言できる議会」
を目標とし、住民要望を取り入れた
施策の議決・提言を実践している。
町民による政策サポーターを設置
し、そこでの協議から具体的な政
策提言につ
なげている
との説明が
あった。

新潟県上越市
「市民に関心を持ってもらう」「女性
へのアプローチ」を目的に取り組み
を進めている。
議会モニター制度を導入し、議会傍
聴や意見交換を実施。また「女性が
議員を目指しやすい環境作り」と題
しフォーラムを開催。
こういった取り組みで、2020年4月の
市議選に
は、新人10
人（うち女
性6人）が
立候補を予
定している。

議会の様子をお伝え
し、地域の課題などに
ついて皆様とグループ
討議を行い、意見を交
わすことを目的に、議
会報告会を開催してお
ります。今回、５月に4
地域で開催を予定して
おりましたが、新型コ
ロナウィルス感染拡大
防止の観点から中止を
決定しました。次回は
11月中旬に開催する予
定です。

議員連絡会
9:30～

全員協議会
9:30～

委員会
（議会運営）

9:30～

本会議
10:00～

委員会
（議会運営）

15:00～

5/31 6/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 7/1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土

委員会
（予算）
9:30～

委員会
（総務民生）

9:30～

本会議
（一般質問）

10:00～

本会議
14:00～

委員会
（建設経済）

9:30～

本会議
（一般質問）

10:00～

題字：■■ ■■さん
　　　（■■■■■■■■ ■■・■■科■年）

■■ ■■

情報交換会
9:30～

議会報告会
中止について

ごうつ
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